
人権教育ミニ研修

島根県教育庁人権同和教育課

「子どもの権利」

～子どもの権利を尊重するために～



ねらい

・こども基本法と児童に関する権利条約をとおして、
権利の主体として、子どもを尊重する大切さの理解を深める

・児童に関する権利条約の４つの原則とこども基本法の理念を知る

・＊校内において子どもの権利を保障する取組を考える



「こども基本法」と

「児童に関する権利条約（子どもの権利条約）」について

こども基本法｜こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

人権同和教育課 https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkendowakyoiku/



「子どもの権利」について

・児童に関する権利条約（子どもの権利条約）

 （日本は１９９４年に批准）

・「こども基本法」

（令和4年6月公布 令和5年4月施行）

・生徒指導提要（改訂版）
（令和4年12月公表）



「こども基本法」とは

こども基本法｜こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

こどもや若者が自分らしく幸せに成長でき、
暮らせるような社会を目指して、
こどもや若者に関する取組を進めていくための
基本となる事項を決めた法律

「こどもにとって一番いいことは何か」を
こどもの意見を聴いて一緒に考える



生徒指導提要（改訂版）令和4年12月公表

P３２～３４（抜粋）

（１）児童の権利に関する条約
生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の四つの原則を
理解しておくことが不可欠です。
また、同条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域の
人々等にとって必須だと言えます。

（２）こども基本法
本基本理念の趣旨等について、児童の権利に関する条約と
ともに理解しておくことが求められます。。



「子どもの権利」ってなんだろう？

児童に関する権利条約（子どもの権利条約）



•１９８９年国連で採択

•日本は、１９９４年に批准

•子どもの基本的人権を保障

•１８歳未満のすべての人間

人権同和教育課 https://www.pref.shimane.lg.jp/jinkendowakyoiku/

児童に関する権利条約（子どもの権利条約）



〇子どもはひとりの人として大切にされ、

育っていく存在

〇すべての子どもが

自分の権利を行使する主人公

児童に関する権利条約（子どもの権利条約）

保護の
対象

権利の
主体



１．差別のないこと

２．こどもにとって最もよいこと

４．意見を表明し参加できること

３．命を守られ成長できること

児童に関する権利条約の４つの原則・「こども基本法」の理念



児童に関する権利条約の４つの原則・「こども基本法」の理念

１．差別のないこと

すべてのこどもは、こども自身や親の
人種や国籍、性、意見、障害、経済状況
などどんな理由でも差別されません。

こどもの権利の普及啓発 こどもの権利 こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/childrights



こどもに関することが決められ、行われる
時は、「そのこどもにとって最もよいことは
何か」を第一に考えます。

こどもの権利の普及啓発 こどもの権利 こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/childrights

２．こどもにとって最もよいこと

児童に関する権利条約の４つの原則・「こども基本法」の理念



すべてのこどもの命が守られ、もって生まれ
た能力を十分に伸ばして成長できるよう、
医療、教育、生活への支援などを受けるこ
とが保障されます。

こどもの権利の普及啓発 こどもの権利 こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/childrights

３．命を守られ成長できること

児童に関する権利条約の４つの原則・「こども基本法」の理念



こどもは自分に関係のある事柄について
自由に意見を表すことができ、大人はその
意見をこどもの発達に応じて十分に考慮し
ます。

こどもの権利の普及啓発 こどもの権利 こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/childrights

４．意見を表明し参加できること

児童に関する権利条約の４つの原則・「こども基本法」の理念



意見を表明し参加できること（意見表明権）

自由に
自分の気持ちや
考えを表現する

大人は話を聴いて
くれる！

聴いてもらえる
権利

views



子どもの権利＝すでに備わっているもの

差別の禁止

意見の尊重
（意思がある）

ひとりの人

（権利の主体）

守られる

生きる育つ

休む

あそぶ

信仰・良心の自由

自由な表現

教育を受ける

など



参加する
権利

子どもの
声を聴く

「私たち抜きに私たちのことを決めないで」
（Nothing about us without us）

子どもたちが、子どもの権利を学ぶ大切さ



子どもの声

まとめにかえて

対話 子どもにとって
最もよいことを

子どもとともに生きる未来のために

子どもは「保護の対象」であると同時に、「権利の主体」です。



まとめにかえて

「意見表明権」を保障するために
自校で取り組みたいことは何でしょうか

子どもとともに生きる未来のために



～子どもの権利についてもっと知りたい～

https://www.cfa.go.jp/policies/childrightsこどもの権利の普及啓発｜こども家庭庁



以上で、ミニ教職員研修を終わります。
ご参加いただき、ありがとうございました。
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